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交
流
協
会
と
台
北
駐
日
経
済
文
化
代
表
処
の
名
称
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
昭
和
四
十
七
年
九
月
二
十
九
日
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
で
調
印
・
公
表
し
た
い
わ
ゆ
る
「
日
中
共
同
声

明
」
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
中
華
民
国
と
締
結
し
て
い
た
「
日
華
平
和
条
約
」
に
つ
い
て
、
当
時
の
大
平
正
芳
外
務
大
臣
が
北

京
に
お
い
て
「
日
中
関
係
正
常
化
の
結
果
と
し
て
、
日
華
平
和
条
約
は
そ
の
存
在
意
義
を
失
い
、
同
条
約
は
終
了
し
た
と
認
め

ら
れ
る
と
い
う
の
が
日
本
政
府
の
見
解
で
あ
る
」
と
表
明
し
、
一
方
的
に
同
条
約
の
失
効
を
宣
言
し
た
。

し
か
し
、
政
府
は
台
湾
と
五
十
年
も
の
歴
史
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
、
そ
の
関
係
を
「
非
政
府
間
の
実
務
関

係
」
と
位
置
づ
け
、
実
務
レ
ベ
ル
で
の
交
流
関
係
を
維
持
す
る
た
め
、
台
湾
在
留
邦
人
及
び
邦
人
旅
行
者
の
入
域
、
滞
在
、
子

女
教
育
並
び
に
日
台
間
の
学
術
、
文
化
交
流
等
に
つ
い
て
各
種
の
便
宜
を
図
る
こ
と
、
わ
が
国
と
台
湾
と
の
間
の
貿
易
、
経

済
、
技
術
交
流
等
の
諸
関
係
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
外
務
省
と
通
商
産
業
省
（
現
経
済
産
業
省
）
の
所

管
す
る
財
団
法
人
交
流
協
会
を
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
八
日
に
設
立
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
大
使
や
ブ
ラ
ジ
ル
大
使
を
歴
任
後
、
平
成
十
七
年
か
ら
交
流
協
会
台
北
事
務
所
代
表
を
務
め
た
池
田
維
氏
は
そ
の

著
書
で
、
こ
の
民
間
機
構
の
名
称
に
つ
い
て
、
「
当
初
『
日
華
交
流
協
会
』
と
い
う
名
称
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
中
国
政
府
が

こ
れ
に
反
対
し
た
」
と
指
摘
し
、
ま
た
「
当
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
『
日
台
交
流
協
会
』
と
い
う
名
称
は
北
京
ば
か
り
で
な
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く
、
台
北
の
蒋
介
石
政
権
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
も
述
べ
、
名
称
が
単
な
る
「
交
流

協
会
」
に
落
ち
着
い
た
経
緯
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
池
田
氏
は
交
流
協
会
台
北
事
務
所
代
表
に
赴
任
し
た
当
時
、
「
交
流
協
会
」
で
は
地
元
の
タ
ク
シ
ー
で
さ
え
分
か

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
京
の
交
流
協
会
本
部
と
所
管
官
庁
の
許
可
を
取
っ
て
「
日
本
交
流
協
会
台
北
事
務
所
」
と
呼
称
す

る
よ
う
に
し
た
。

池
田
氏
は
ま
た
同
書
で
「
よ
り
抜
本
的
に
、
た
と
え
ば
、
『
日
台
交
流
協
会
』
と
い
う
名
称
に
変
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
定
款

を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
『
日
本
は
対
台
湾
政
策
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
』
と
し
て
…
…
中
国
政
府
は
ほ

ぼ
間
違
い
な
く
強
く
抗
議
し
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
も
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
政
府
は
台
湾
と
の
間
で
、
平
成
十
七
年
九
月
か
ら
観
光
客
に
対
す
る
ビ
ザ
免
除
を
恒
久
化
し
、
ま
た
平
成
十
九
年

九
月
か
ら
は
運
転
免
許
証
の
相
互
承
認
を
行
っ
て
い
る
が
、
中
国
と
は
未
だ
に
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
法
務
省
は
今
年
の
七
月

九
日
、
こ
れ
ま
で
の
外
国
人
登
録
証
明
書
を
廃
止
し
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
に
際
し
て
「
国
籍
・
地
域
」
欄
を
設
け
、
台
湾

出
身
者
は
「
中
国
」
で
は
な
く
「
台
湾
」
と
表
記
し
、
同
時
に
総
務
省
が
所
管
し
て
実
施
し
た
外
国
人
住
民
基
本
台
帳
で
も
、

台
湾
出
身
者
の
「
国
籍
・
地
域
」
は
「
台
湾
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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一
方
、
交
流
協
会
の
台
湾
側
カ
ウ
ン
タ
ー
は
亜
東
関
係
協
会
で
あ
る
が
、
日
本
の
窓
口
機
関
と
し
て
「
台
北
駐
日
経
済
文
化

代
表
処
」
を
設
け
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
に
代
表
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
許
世
楷
氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
台
北
駐
日
経
済
文
化

代
表
処
の
名
称
を
「
駐
日
台
湾
代
表
処
」
へ
変
更
し
よ
う
と
政
府
に
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
一
蹴
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

交
流
協
会
と
い
う
名
称
で
は
、
ど
こ
と
交
流
す
る
法
人
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
池
田
氏
が
す
で
に
「
日
本
交
流
協
会
台
北

事
務
所
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
日
本
と
台
湾
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
不
明
瞭
な
の
で
、
関
係

が
分
か
る
よ
う
「
日
台
交
流
協
会
」
と
改
め
る
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

台
北
駐
日
経
済
文
化
代
表
処
の
名
称
変
更
に
つ
い
て
、
当
時
な
ぜ
こ
の
名
称
を
拒
否
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た

い
。

三

台
北
駐
日
経
済
文
化
代
表
処
の
名
称
も
、
す
で
に
「
台
湾
」
と
い
う
名
称
が
在
留
カ
ー
ド
や
外
国
人
住
民
基
本
台
帳
で
定

着
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
駐
日
台
湾
代
表
処
」
の
方
が
分
か
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
台
北
駐
日
経
済
文
化
代
表

処
か
ら
同
様
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
場
合
、
政
府
は
ど
う
対
応
す
る
の
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


